
平成™œ年˜˜月™�日 水曜日 (号外第™œœ号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
六
十
四
条
、
第
六
十
六
条
及
び
第
百
一
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
薬
事
法
（
以
下
「
旧
薬
事
法
」
と
い
う
。）第
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
（
附
則
第
六
十
三
条
の
規

定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
項
の
許
可
を
受
け
た
者
を
含
む
。）は
、
当
該
許
可
に
係
る
医
療

機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有

効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
と
い
う
。）第
二
十
三
条
の
二
第
一

項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
種
類
に
応
じ
た
同
項
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み

な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
許
可
に
係
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
は
、
旧
薬
事
法
第
十
二
条
第
二
項

に
規
定
す
る
期
間
の
残
存
期
間
と
す
る
。

第
三
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
業
と
し
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
医
療
機
器
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
条
第
十
三
項

に
規
定
す
る
医
療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
こ
れ
を
記
録
し
た
記
録
媒
体
た
る
医
療
機
器
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
製

造
販
売
を
し
て
い
る
者
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
す

る
日
ま
で
に
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
許
可
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
に
規
定
す
る
者
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
（
そ
の
者
が
当
該
期
間
内
に
医

薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
許
可
の
申
請
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
期
間
内
に
許
可
の
拒

否
の
処
分
が
あ
っ
た
と
き
は
当
該
処
分
の
あ
っ
た
日
ま
で
の
間
、
当
該
期
間
を
経
過
し
た
と
き
は
当
該
申
請
に
つ
い

て
許
可
又
は
許
可
の
拒
否
の
処
分
が
あ
る
ま
で
の
間
）
は
、
同
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
も
、
引
き
続
き
、

業
と
し
て
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
医
療
機
器
の
製
造
販
売
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
業
の
登
録
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
旧
薬
事
法
第
十
三
条
第
一
項
の

許
可
を
受
け
て
い
る
者
（
附
則
第
六
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
項
の
許
可
を

受
け
た
者
を
含
む
。）は
、
当
該
許
可
に
係
る
製
造
所
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
に
規

定
す
る
製
造
所
（
以
下
「
登
録
対
象
製
造
所
」
と
い
う
。）に
該
当
す
る
も
の
に
限
り
、
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用

医
薬
品
の
製
造
工
程
の
う
ち
設
計
の
み
を
す
る
も
の
を
除
く
。）に
つ
き
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二

の
三
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
登
録
に
係
る
同
条
第
三
項
に
規
定
す

る
期
間
は
、
旧
薬
事
法
第
十
三
条
第
三
項
（
同
条
第
六
項
の
許
可
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
許
可
を
受
け
て
い
る

者
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
）
に
規
定
す
る
期
間
の
残
存
期
間
と
す
る
。

第
五
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
業
と
し
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
医
療
機
器
の
製
造
（
設
計
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。）を
し
て
い
る
者
は
、
登
録
対
象
製
造
所
ご
と
に
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
医
薬

品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
の
登
録
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
に
規
定
す
る
者
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
（
そ
の
者
が
当
該
期
間
内
に
医

薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
の
登
録
の
申
請
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
期
間
内
に
登
録

の
拒
否
の
処
分
が
あ
っ
た
と
き
は
当
該
処
分
の
あ
っ
た
日
ま
で
の
間
、
当
該
期
間
を
経
過
し
た
と
き
は
当
該
申
請
に

つ
い
て
登
録
又
は
登
録
の
拒
否
の
処
分
が
あ
る
ま
で
の
間
）
は
、
同
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
な
い
で
も
、
引
き
続

き
、
業
と
し
て
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
医
療
機
器
の
製
造
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
業
と
し
て
医
療
機
器（
プ
ロ
グ
ラ
ム
医
療
機
器
を
除
く
。次
項
に
お
い
て
同
じ
。）

又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
設
計
を
し
て
い
る
者
は
、
登
録
対
象
製
造
所
（
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の

製
造
工
程
の
う
ち
設
計
の
み
を
行
う
も
の
に
限
る
。）ご
と
に
、施
行
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
の
登
録
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
に
規
定
す
る
者
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
（
そ
の
者
が
当
該
期
間
内
に
医

薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
の
登
録
の
申
請
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
期
間
内
に
登
録

の
拒
否
の
処
分
が
あ
っ
た
と
き
は
当
該
処
分
の
あ
っ
た
日
ま
で
の
間
、
当
該
期
間
を
経
過
し
た
と
き
は
当
該
申
請
に

つ
い
て
登
録
又
は
登
録
の
拒
否
の
処
分
が
あ
る
ま
で
の
間
）
は
、
同
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
な
い
で
も
、
引
き
続

き
、
業
と
し
て
、
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
設
計
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
外
国
製
造
業
者
の
登
録
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
旧
薬
事
法
第
十
三
条
の
三
第
一

項
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
（
附
則
第
六
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
項
の
認

定
を
受
け
た
者
を
含
む
。）は
、
当
該
認
定
に
係
る
製
造
所
（
登
録
対
象
製
造
所
に
該
当
す
る
も
の
に
限
り
、
医
療
機

器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
工
程
の
う
ち
設
計
の
み
を
す
る
も
の
を
除
く
。）に
つ
き
、
医
薬
品
医
療
機
器
等

法
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
登
録
に
係
る
同

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
期
間
は
、
旧
薬

事
法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
薬
事
法
第
十
三
条
第
三
項
（
旧
薬
事
法
第
十
三
条
の
三
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
旧
薬
事
法
第
十
三
条
第
六
項
の
認
定
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
に

あ
っ
て
は
、
旧
薬
事
法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
薬
事
法
第
十
三
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
条
第
三
項
）
に
規
定
す
る
期
間
の
残
存
期
間
と
す
る
。

（
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
の
承
認
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
八
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
機
器

又
は
同
項
に
規
定
す
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
旧
薬
事
法
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
て
い
る
者
（
附
則
第
六

十
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
旧
薬
事
法
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
た
者
を
含
む
。）

は
、
当
該
品
目
に
係
る
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
当
該
承
認
に
係
る
同
条
第
六
項
（
同
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る

期
間
は
、
旧
薬
事
法
第
十
四
条
第
六
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
期
間
の
残

存
期
間
と
す
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
許
可
医
薬
品
製
造
販
売
業
者
、
許
可
生
物
由
来
製
品
製
造
販
売
業
者
」
を
「
許
可
医
薬

品
製
造
販
売
業
者
等
、
許
可
生
物
由
来
製
品
製
造
販
売
業
者
等
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
含
む
」
の
下
に
「
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、「
、
同
項
」
を
「
、
第
十

七
条
第
一
項
」
に
、「
若
し
く
は
許
可
生
物
由
来
製
品
」
を
「
、
許
可
生
物
由
来
製
品
若
し
く
は
副
作
用
救
済
給
付
に

係
る
許
可
再
生
医
療
等
製
品
若
し
く
は
感
染
救
済
給
付
に
係
る
許
可
再
生
医
療
等
製
品
」
に
、「
賃
貸
」
を
「
貸
与
」

に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
中
「
医
薬
品
の
副
作
用
」
を
「
許
可
医
薬
品
等
の
副
作
用
」に
、「
生
物
由
来
製
品
を
介
し
た
感
染
等
」

を
「
許
可
生
物
由
来
製
品
等
を
介
し
た
感
染
等
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
第
一
項
中
「
又
は
医
療
機
器
」
を
「
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
条

第
十
六
条
及
び
第
二
十
条
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

一

薬
事
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
八
十
四
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。）の

施
行
の
日
以
後
に
使
用
さ
れ
た
許
可
医
薬
品
若
し
く
は
副
作
用
救
済
給
付
に
係
る
許
可
再
生
医
療
等
製
品
又
は

許
可
生
物
由
来
製
品
若
し
く
は
感
染
救
済
給
付
に
係
る
許
可
再
生
医
療
等
製
品
が
原
因
と
な
っ
て
同
日
以
後
に

許
可
医
薬
品
等
の
副
作
用
又
は
許
可
生
物
由
来
製
品
等
を
介
し
た
感
染
等
に
よ
る
疾
病
に
か
か
り
、
障
害
の
状

態
と
な
り
、
又
は
死
亡
し
た
者

二

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）か
ら
改
正
法
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
に
使
用
さ
れ

た
改
正
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
許
可
医
薬
品
又
は
同
条
第
八
項
に
規

定
す
る
許
可
生
物
由
来
製
品
が
原
因
と
な
っ
て
施
行
日
以
後
に
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
の
副
作
用
又

は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
生
物
由
来
製
品
を
介
し
た
感
染
等
に
よ
る
疾
病
に
か
か
り
、障
害
の
状
態
と
な
り
、

又
は
死
亡
し
た
者

附
則
第
十
七
条
第
一
項
中
「
第
四
条
第
五
項
第
一
号
」
を
「
第
四
条
第
六
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
九
条
の
二
中
「
医
薬
品
の
副
作
用
又
は
生
物
由
来
製
品
を
介
し
た
感
染
等
に
よ
る
疾
病
、
障
害
又
は
死

亡
」
を
「
許
可
医
薬
品
等
の
副
作
用
若
し
く
は
許
可
生
物
由
来
製
品
等
を
介
し
た
感
染
等
に
よ
る
疾
病
、
障
害
若
し

く
は
死
亡
又
は
改
正
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
四
条
第
六
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
の
副
作
用
若
し
く
は

同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
生
物
由
来
製
品
を
介
し
た
感
染
等
に
よ
る
疾
病
、
障
害
若
し
く
は
死
亡
」
に
、「
当
該
」
を

「
こ
れ
ら
の
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
十
三
条
中
「
ま
で
に
使
用
さ
れ
た
」
の
下
に
「
改
正
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
四
条
第
五

項
に
規
定
す
る
」
を
、「
以
後
に
」
の
下
に
「
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
」
を
加
え
る
。
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